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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣 エゾシカ、ヒグマ、カラス類、ハト類、キツネ、アライグマ 

 計画期間 令和７年度～令和９年度 

 対象地域 美深町全域 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和６年度） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害数値 

  面積(ha) 金額（千円） 

エゾシカ 

そば 

南瓜 

水稲 

小麦 

牧草 

ビート 

47.5 

19.3 

5.0 

3.4 

35.3 

7.0 

2,931 

1,680 

452 

156 

23 

11 

小計 117.5 5,253 

ヒグマ 

デントコーン 

そば 

6.0 

0.5 

364 

97 

小計 6.5 461 

カラス類・ハト類 南瓜 3.7 23 

キツネ なし － － 

アライグマ 

南瓜 

デントコーン 

20.1 

0.3 

531 

14 

小計 20.4 545 

合  計 148.1 6,282 

（２）被害の傾向 

エゾシカ 

本町の有害鳥獣の中で一番被害を及ぼしている。 

町内全域に年間を通して多く出没し、近年は南瓜、そばの

食害や踏み荒らし被害が多く多大な被害を生んでいる。 

捕獲数は５００頭前後で推移しているが、年々生息数が爆

発的に増加しており、被害の増加傾向に歯止めがきかない。 

ヒグマ 

例年、目撃情報が寄せられている。山間部での出没・目撃

情報が多数を占めている。農作物被害ではデントコーンの食

害や踏み荒らし等の被害が発生している。 

駆除以外の対策として、電気牧柵の設置や爆音機、モンス

ターウルフなどを活用して、農地自体に近づかせない対策も

並行して行う必要がある。 
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カラス類 

・ハト類 

町内全域に年間を通して出没しており、農作物被害等は減

少傾向にある。 

近年の農作物被害は、南瓜、葉菜類（定植後の苗の損傷）や

畜産農家の配合飼料の被害などがある。 

キツネ 

 町内全域に年間を通して出没しているが、農作物被害等は

減少傾向にある。 

近年、農作物被害は、南瓜の食害被害が発生している。 

アライグマ 

本町の有害鳥獣被害でエゾシカに次いで被害が多い鳥獣。 

町内全域に年間を通して出没している。毎年、３００頭前後

を捕獲しているが、繁殖力が高く（多産）、生息数を伸ばして

いる。 

例年、南瓜による食害が多い。捕獲場所は、山間部の牛舎

や倉庫、廃屋、農作物の畑等が多い。 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 
 現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和９年度） 

軽減目標 

内訳 

エゾシカ 
被害額（千円） 5,253 3,677 各 年：10％減 

３か年：３０％減 被害面積（ha） 117.5 82.3 

ヒグマ 
被害額（千円） 461 392 

各 年： ５％減 

３か年：１５％減 

被害面積（ha） 6.5 5.5 

カラス類 

・ハト類 

被害額（千円） 23 20 

被害面積（ha） 3.7 3.1 

キツネ 
被害額（千円） － 0 

被害面積（ha） － 0 

アライグマ 
被害額（千円） 545 382 各 年：10％減 

３か年：３０％減 被害面積（ha） 20.4 14.3 

合計 
被害額（千円） 6,282 4,470 

 
被害面積（ha） 148.1 105.2 

 ・エゾシカとアライグマは、被害額、面積ともに大幅な増加傾向にあるため、被害 

対策の最優先と定め、各年 10％の減の目標値を設定（６年の現状値からの３

年間で３０％減を目指す）   

 ・ヒグマ、カラス・ハト類、キツネは、各年５％の減の目標値を設定（３年間で現状

値からの１５％減を目指す） 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 
従来講じてきた 

被害防止対策 
課題 

捕

獲

エゾシカ ・鳥獣保護管理法第９条に基づく銃 

及びくくりわな 

・捕獲に伴う農地への侵入について 

農家の理解・協力が必要。 
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等

に

関

す

る

取

組 

を用いた許可捕獲の実施 

・有害鳥獣捕獲に対して 

補助 １０，０００円／頭 

・夜間の出没が非常に多く、銃器で

の捕獲が難しくなっている。農作

物被害も夜間に集中しているた

め、農作物被害は増加傾向。 

・農作物被害が多い地区には銃器が

扱いづらい箇所もあるため、地区

の状況によって銃器とくくりわな

を使い分けて捕獲を行う必要が

ある。 

ヒグマ ・鳥獣保護管理法第９条に基づく箱

わなを用いた許可捕獲の実施。 

・目撃情報があった場合は、注意看

板の設置や猟友会の協力を得て、

パトロールを実施。 

・有害鳥獣捕獲に対して 

補助 ３３，０００円／頭 

・ハンターの高齢化により今後銃器

による捕獲等を実施できる担い

手の不足が予想される。 

カラス類 

・ハト類 

・鳥獣保護管理法第９条に基づく銃

及び箱わなを用いた許可捕獲の

実施。 

・有害鳥獣捕獲に対して 

補助 ２，０００円／羽 

・市街地での出没が多い。 

・生息数は増加傾向。 

・被害が多い地区を中心に集中的な

捕獲が必要。 

キツネ ・鳥獣保護管理法第９条に基づく銃

及び箱わなを用いた許可捕獲の

実施。 

・有害鳥獣捕獲に対して 

補助 ２，０００円／頭 

・夜間の出没が多く、銃による 

捕獲にも限界がある。 

アライグマ 【アライグマ】 

・特定外来生物に係る防除計画の確

認を受け、箱わなを用いた防除を

実施。  

5，０００円／頭 

【アライグマ】 

・町内全域に生息。 

・捕獲頭数を増やすには、箱わなの

保有数や防除従事者を増やす必

要がある。 

・繁殖力が高い。春先に子どもであ

ったアライグマが生育し秋ごろに

食害等の被害を起こすため、春先

（３～６月）の集中捕獲を行い、被

害防止を図る必要がある。 

防護柵の設

置等に関する

取組 

・本町の購入支援補助により、平 

成２２～２４年度の期間と、令

和６～８年度の期間、防護柵整 

備の支援を行っている。 

・電気牧柵は、漏電防止のため定

期的な草刈が必要となり、労

力がかかり耕作者の負担とな

っている。 
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・広大な牧草地への防護柵設置

については、経済的負担と撤

去等の維持管理をするために

多大な労力がかかり設置は難

しい。 

生息環境管

理その他の

取組 

緩衝帯の設置 

・農地の草刈り等の管理は耕作

者が各自で対応。 

・草刈り等の管理は、多面的機能

支払交付金事業で支援を受け

られる。 

離農する農業者の増加や法人化

等の規模拡大が進み、農業者の

管理する農地面積は増加傾向に

あるため、広大な農地の草刈り

等の管理が難しくなってきてい

る。 

 

（５）今後の取組方針 

 鳥獣による農作物被害減少に向け、防護柵（電気牧柵）の整備推進と捕獲用トラ

ップ増設等の捕獲対策、鳥獣被害対策実施隊による捕獲を実施する。 

また、捕獲体制の充実を図るため、狩猟後継者育成対策の実施を推進する。 

エゾシカ 

防護柵（電気牧柵）の整備を推進する。農作物被害減少に向け鳥

獣被害対策実施隊による「銃器」及び「くくりわな」による捕獲を実

施。 

農作物被害が多い地区の情報を鳥獣被害対策実施隊と共有し

て、集中的な捕獲を行い、農作物被害の減少を図る。  

被害が多い地区は、「銃器」での発砲がしづらい箇所が多いため、

「くくりわな」による捕獲も合わせて実施する。 

 

以下地区を中心に集中捕獲を行う 

・南瓜の被害が特に多い地区：斑渓地区 

・南瓜の被害が多い地区：恩根内地区・吉野地区・川西地区・ 

玉川地区・東栄地区（東）・南地区 

・そばの被害が特に多い地区： 斑渓地区・東栄地区（東・仁宇布） 

・水稲の被害が多い地区：南地区・吉野地区・川西地区 

・小麦の被害が多い地区：吉野地区・南地区・辺渓地区・斑渓地区 

・牧草の被害が多い地区： 斑渓地区・吉野地区・仁宇布地区 

ヒグマ 

電気牧柵や緩衝体の整備について耕作者へ周知する。 

鳥獣被害対策実施隊で「ヒグマ捕獲班」を編成し、被害防止に努め

る。農業被害、人的被害の防止のため箱わなの設置、捕獲に取り組

む。 

カラス類・ハト類 農作物被害減少に向け、鳥獣被害対策実施隊による捕獲を実施。 

キツネ 農作物被害減少に向け、鳥獣被害対策実施隊による捕獲を実施。 

アライグマ 
農作物被害減少に向け、鳥獣被害対策実施隊による捕獲を実施。

箱わな購入支援を行い、捕獲頭数の増加を目指す。 
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・箱わなの貸出と箱わな購入支援 

貸出しと購入支援（令和７、８年度）を進め、設置数を増やして大量

捕獲を推進する。 

・春先の大量捕獲を推進 

農作物被害のほとんどは南瓜。アライグマは春先に複数の子ど 

もを連れ行動する。夏になると生育した複数の子どもが行動を活

発化するため被害も増加する。 

夏、秋にかけての被害大幅減を達成するためには、春先の３～５

月に大量捕獲を実施する必要があり春先の大量捕獲のメリットを

農業者へ周知し捕獲を推進する。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

美深町鳥獣被害防止対策協議会をもって有害鳥獣による農林業被害等に対し

て連携を図りながら、効果的な防止対策等について検討するとともに、美深町鳥

獣被害対策実施隊を中心に被害が多い地区の一斉捕獲を図り、有害鳥獣からの

農林業被害減少に取り組む。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

７ 

エゾシカ 

ヒグマ 

カラス類・ハト類 

キツネ 

アライグマ 

・狩猟後継者育成対策、免許取得経費助成 

の継続 

わな免許 18,000円／人（経費の 1/2以下）  

銃器免許 50,000円／人（経費の 1/2以下） 

８ 
・７年度の取組継続 

・７年度の状況を踏まえて効果的な対策を検討 

９ 
・８年度の取組継続 

・８年度の状況を踏まえて効果的な対策を検討 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

前計画（第５次）計画の捕獲数と同じ頭数を算定して継続した捕獲を進める。 

農作物被害の多い地区での集中捕獲を念頭に置き、場所に応じて銃器とくくり

わなによる捕獲を使い分け、農作物被害の減少を図る。他鳥獣も被害が多い地区

での集中的な捕獲を実施し農作物被害の減少を図る。 
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対象鳥獣 
捕獲計画数等 

７年度 ８年度 ９年度 

エゾシカ（成獣） ５００ ５００ ５００ 

ヒグマ １５ １５ １５ 

カラス類・ハト類 ２００ ２００ ２００ 

キツネ １５ １５ １５ 

アライグマ ３００ ３００ ３００ 

    

 捕獲等の取組内容  

捕獲区域：美深町内全域とする。      

捕獲手段：野生鳥獣の捕獲は銃器（ライフル・散弾銃・空気銃）、くくり罠、箱罠 

により駆除を行う。 

◆捕獲手段について 

   原則として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第１ 

２第１項又は第２項に規定する禁止猟法及び同法第３６条に規定する危険猟 

法以外の方法で行う。 

◆捕獲の予定場所 

   原則として、道指定鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区域（銃）は捕獲区 

域に含めない。   

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

エゾシカは通年農村地区を中心に広範囲に出没している。エゾシカは臆病な

動物で近距離での捕獲は難しい。射程が長く、捕獲能力が高いライフル銃の使

用による捕獲を実施隊員に推奨し、効率的な捕獲を行う。 

（取組内容） 

・捕獲手段：ライフル銃による捕獲（散弾銃等含む） 

・実施予定時期：令和７年４月～令和１０年３月 ・実施予定場所：美深町一円 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

美深町全域 エゾシカ 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

     年度      年度      年度 
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（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 
取組内容 

     年度      年度      年度 

    

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

７年度 

～ 

９年度 

ヒグマ 
町が耕作者へ収穫後の農作物の残渣処理に対して、誘

因物を適正に管理するよう、すきこみを促す。 

エゾシカ 

町が耕作者へ春から秋の期間、農作物周辺の草刈り管

理及び電気牧柵設置による農作物侵入防止対策につい

て、定期的に周知。 

アライグマ 
町がアライグマ講習会を開催してアライグマの習性や被

害防止に関する知識の普及を図る。 
 
６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそ

れがある場合の対処に関する事項 

 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

美深町 危険区域巡回、出没時駆除、付近住民への広報  

美深町鳥獣被害対策実施隊 非常時駆除協力 

旭川方面名寄警察署美深警察庁舎 出没現場整理、付近住民への広報 

北はるか農業協同組合 農業者への連絡 

上川総合振興局北部森林室 林業事業体への連絡 

 

（２）緊急時の連絡体制 

       

 

           出動依頼 

 

    

  連絡       状況報告      

    

 

 

 

 
 
 
 

美深町鳥獣被害対策実施隊 

出没情報 

美 深 町 

旭川方面名寄警察署 

美深警察庁舎 

北はるか農業 

協同組合 

美深町猟友会 

美深猟友会 

上川総合振興局 

北部森林室 

上川農業改良普及セ

ンター上川北部支所 
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７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

・エゾシカ 

町内の一時保管施設（冷凍コンテナ）で保管し、湧別町のオホーツク地域化

製場へ搬送後、化製処理する。 

・その他の鳥獣（アライグマ、ヒグマ、カラス、ハト、キツネ） 

名寄市の広域最終処分場に埋設処理する。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有効な利

用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 
捕獲等をした対象鳥獣は現在、埋設

処理または化学製処理で対応してお

り、利用は進めてはいない。 

現状、処分方法を変える予定はない。 

ペットフード 

皮革 

その他（油脂、骨製品、角製品、動物園 

等でのと体給餌、学術研究等） 

 

（２）処理加工施設の取組 

施設なし 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

取組なし 

 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 美深町鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役割 

美深町営農集団連絡協議会 ・侵入防止柵の設置・維持管理 

北はるか農業協同組合 
・被害情報収集 

・営農集団との連携 

美深町鳥獣被害対策実施隊 

（美深町猟友会）,（美深猟友会）,（わな免許取得者） 

・捕獲従事者の統括 

・有害鳥獣の捕獲 

上川農業改良普及センター上川北部支所 ・情報提供等 

上川総合振興局北部森林室 ・情報提供等 

美深町 

・協議会に関する連絡調整等 

・被害防止計画の作成 

・補助金の交付 

・被害情報収集 
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（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

上川総合振興局 

（農務課・環境生活課） 
情報提供、指導助言等 

旭川方面名寄警察署 

美深警察庁舎 

鳥獣被害対策 

（交通事故対応、ヒグマ出没時巡回、警備等） 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

美深町鳥獣被害対策実施隊（平成３０年７月設置） 

地元猟友会等の銃、わな免許取得者計１５名で構成（令和７年１月時点） 

鳥獣被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲を実施している。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

なし 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

・電気牧柵の維持・補修など、管理の徹底。 

・猟友会、関係機関等との協議及び、研究を重ね有効策の検討を行うとともに、 

農作物被害の減少、人的被害の未然防止、被害拡大防止に向けて取り組む。 

 


